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1．はじめに

固定価格買取（FIT：Feed-in Tariff）制度は，国
際エネルギー機関（IEA）の調査 1）によると世界
69 ヶ国で施行されている再生可能エネルギー支援
制度である．日本では，2012 年 7 月に施行された『再
生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措
置法』2）によって固定価格買取（FIT）制度が実施
されて以来 10 年が経過した．この間，太陽光発電
は年間発電電力量ベースで 4.8 TWh（2011 年）か
ら 79.1 TWh（2021 年）と約 16 倍に増加し（文献 3）

より筆者集計），目覚ましい発展を遂げている．一方，
風力発電は 4.7 TWh（2011 年）から 8.9 TWh（2021
年）と 2 倍未満にとどまり（同筆者集計），必ずし
も FIT 制度という強力な政策支援制度の成果が出
たとは言えない状況となっている．
　本論文では，そもそも FIT 制度とは何のために
あるのか，本来どうあるべき制度なのか，日本では
どのように制度設計・制度運用がなされたのか，何
故日本の FIT 制度下で風力発電が伸びなかったの
か，について考察する．併せて，受け入れ側の電力
システムの制度や技術についての動向と課題につい
ても概観する．

2．FIT 制度導入後の現状

　本章では FIT 制度導入から 10 年が経過した日本
の現状と立ち位置について短く概観する．
　図 1 は 2010 年以降の再生可能エネルギー電源の
普及の経緯を示した図であるが，この図から明らか
に太陽光発電のみが FIT 制度により導入が促進さ
れ，風力発電を含む太陽光以外の再生可能エネル
ギー電源の普及が相対的に伸びていないことが窺え
る．
　また，図 2 は日本の風力発電の新規導入量の推移
を示したグラフであるが，奇妙なことに，支援政策
であるはずの FIT が導入された 2012 年から数年の
間，新規導入量が大きく落ち込んでいることが認め
られる．
　図 3 および図 4 は，欧州で FIT 制度を導入した
主な国について FIT 施行年を基準とした風力およ
び太陽光発電の導入率（年間発電電力量ベース）の
推移を表した図である（国によっては FIT 制度が
終了し FIP 等別の制度に移行した後の推移も描か
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図 1　2003 ～ 2016 年度の再生可能エネルギー電源
設備容量の推移 4）

図 2　日本の風力発電の新規導入量の推移 5）
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率で評価するなどあたかも「太陽光は入り過ぎ」か
のような印象を与える恣意的な国際比較も見られる
が，本来，ある国や地域が消費するエネルギーや電
力のうちどれだけ CO2 の排出が少ないエネルギー
源・電源の比率を上げるかという国際社会の中の責
務が問われるべきで，その観点からも導入率の国際
比較は重要である．
　一方，②の観察結果に関しては，図 2 でも見た通
りであるが，FIT という本来再生可能エネルギーの
強力な支援政策である制度にも関わらず何故日本に
おいて風力発電の導入が進まなかったのか？ とい
う疑問が生まれる．本論文では，第 4 章以降でその
原因を探っていくこととする．

3．FIT 制度の基礎理論

　本章では，脱炭素の支援政策のひとつとしての
FIT 制度の基礎理論について述べる．FIT 制度は日
本においても導入後 10 年が経過しているが，日本
語で読める FIT の理論書は，文献 6）, 7）などの僅
かな例外を除いて極めて少ない．「FIT は市場を歪
める」「FIT で補助金をもらって発電するのは不公
平だ」などといった本質的な理論から乖離した誤解
がメディアやインターネットを通じて広く流布する
のも，多くの人に（場合によっては電力・エネルギー
産業に携わる人にも）FIT の基礎理論が共通理解と
して共有されていないからではないかと推察され
る．
3.1　何故，脱炭素なのか？
　FIT の理論を紹介する前に，まず何故再生可能エ
ネルギーに対する政策支援が必要なのかについて述
べる必要がある．国際議論では気候変動緩和（地球
温暖化防止）の対策として「脱炭素」や「カーボン
ニュートラル」が叫ばれるが，これも何故脱炭素や
カーボンニュートラルが必要か？という点にまで遡
らなければならない．
　結論から先に言うと，脱炭素を推進する理由は，
世界的なブームや精神論的理念ではなく，環境経済
学上の理論的帰結である．従来型エネルギー源であ
る化石燃料は大きな外部不経済（負の外部性）を出
し続けており，それ故「市場の失敗」が発生してい
る状態であって，効率的な資源配分がなされていな
い（経済学用語ではパレート最適でない）ためであ
る．
　この点で「FIT は市場を歪める」という指摘は経
済学的には全くの誤りであることがわかる．FIT は
市場を歪めるのではなく，逆に化石燃料によって既

れている）．
　この 2 つのグラフの国際比較から読み取れること
として，① FIT を導入した欧州諸国では FIT 制度
導入後 5 ～ 10 年で風力発電導入率が 10％，導入後
20 年で 20％以上に達している，②日本の風力発電
の推移は欧州諸国のそれに比較して極めて低い，③
日本の太陽光発電の推移は欧州諸国のそれに比較し
て高い，④日本の太陽光発電の推移は欧州諸国の風
力発電の推移に比べて同程度である，が挙げられる．

①の観察結果からは，第 3 章で述べる通り FIT
制度は再生可能エネルギーという新規技術の導入を
支援するための強力な政策ドライバーであり，欧州
諸国の導入の推移は FIT 制度の成果が明示的に現
れていることを表している．特に図 3 中，デンマー
ク，ドイツ，ポルトガル，スペインの各国の曲線は
グラフの傾きがほとんどゼロになる「踊り場」の時
期も有しているが，これは FIT 制度が終了（もし
くは選択制に移行）し，FIP など他の制度に移行す
る過程で一時的に導入が鈍化したことを示してい
る．
　また，④の観察結果からは，日本における太陽光
の導入速度は決して「急激」「入り過ぎ」の状況で
はないことがわかる．日本では国土面積に対する比

図 4　FIT 導入後の欧州主要国および日本の太陽光発電導
入率の推移（文献 3）のデータより筆者作成）

図 3　FIT 導入後の欧州主要国および日本の風力発電
導入率の推移（文献 3）のデータより筆者作成）
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3.3　税・補助金に変わる新たな環境支援政策
　そこで考えられる新たな方法として，汚染物質と
いう負の財（bads）に税をかけたりそれを減らすた
めの技術に補助金を与えたりするのではなく，汚染
物質を出さない（もしくは排出が著しく少ない）新
たな技術から生み出される財（goods）に対して支
援を行うという政策が考えられる 10）．FIT はこの
ような支援政策のひとつに位置づけられる．
　ここまで議論した外部不経済の内部化の手段を整
理すると，表 1 のようになる．なお，後述の通り
FIT 制度を導入する多くの国では FIT の原資は国
庫ではなく電力消費者から広く徴収する賦課金で賄
われるため，厳密な意味ではFITは補助金ではない．
　図 5 はこのような新たな支援制度が市場の失敗を
内部化するための手段として正当性を持つ条件を示
したものである．図にある通り，従来電源は見かけ
上の発電コスト Pe が新規技術である再生可能エネ
ルギーの発電コスト Pr に対して相対的に安く見え
る場合でも，従来電源には補助金 Ss や負の外部コ
スト（外部不経済） Se が「隠れたコスト」として存
在しており，実際の社会的費用は Pe ＋ Ss ＋ Se と
なり，Pr より高くなる場合がある．その際，従来
電源の社会的費用と再生可能エネルギーの発電コス
トの差 Pe ＋ Ss ＋ Se – Pr があることが，政府が市
場介入をする（新たな支援政策を行う）正当な理由
となる．
3.4　何故，再生可能エネルギーなのか？
　従来電源の外部不経済を内部化するための（すな
わち脱炭素に向けた）さまざま技術が開発されてい
るが，特に日本では原子力や水素，あるいは CCUS

（二酸化炭素回収・再利用・貯留）などが政府文書
やメディアなどで登場する機会が多い．その中で，
脱炭素を実現するための技術として何故再生可能エ
ネルギーが選ばれるのだろうか？

に歪められている市場を是正するための手段のひと
つである．
　なお近年は気候変動ばかりが注目されるが，化石
燃料の外部不経済の影響は気候変動だけではなく，
NOx や SOx などの排出による周辺住民の疾患や早
期死亡率の上昇などの健康被害もあり 8），特に発展
途上国を中心に甚大である．
3.2　外部不経済の内部化とその手段
　さて，外部不経済の発生など市場の失敗が起こっ
た際に，政府は市場に介入してこれを是正しなけれ
ばならないが（経済学用語では外部不経済の内部化
と呼ばれる），その手段として直接規制や税，補助
金といった手段が選択肢として挙げられる．直接規
制は，例えば工場排水中の汚染物質の総量や濃度を
規定値以下にするなどを法令で定める，などの手段
が取られる．
　また税による内部化としては炭素税が挙げられ，
これを理論的に研究した W. ノードハウスは 2018
年にノーベル経済学賞を受賞した（日本語で読める
資料としては文献 9）などを参照のこと）．しかし
ながら，炭素税はスウェーデンやスイスなど一部の
国を除いて産業界の強い抵抗で十分な実施が進んで
おらず，2022 年 3 月のロシアによるウクライナ侵
攻後は天然ガスの供給不安もあり，炭素税の導入が
今後各国で進むかどうかは不透明である．税に変わ
る手段としては排出権取引といった形で市場を通じ
て量と価格を決定する方法もあり，排出権取引は炭
素税と合わせてカーボンプライシングと呼ばれる．
　さらに，汚染物質を減らす企業や技術に対して補
助金を与える方法もあり，これは理論的には税と同
じ削減効果を発揮されるとされるが，実際には補助
金目当てであらかじめ汚染物質の排出を増やした
り，汚染物質を排出する産業への新規参入者が増え
たりといった形で，モラルハザードが起こり得るた
め，必ずしも税と同等の効果とならない可能性もある．

図 5　環境支援政策の条件
（文献 10）を元に筆者作成）
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表 1　支援政策と既存の環境政策手段
（文献 10）を元に筆者まとめ）
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う観点だけでなく，試算の条件によっては便益が得
られるか得られないかの境界線にある技術であると
いう，環境経済学上の理由からでもあると理解でき
る．
　同様の試算結果は，気候変動に関する政府間パネ
ル（IPCC）の第 3 部会（WG3）第 6 次統合報告書

（AR6）15）でもさまざまな学術論文のレビューの結
果として見ることができる．
　このように，再生可能エネルギー，とりわけ風力
発電と太陽光発電は CO2 削減に最も大きく貢献し，
かつ正の純便益をもたらすことが各種の学術論文や
国際機関報告書で次々明らかになっている．このこ
とから従来電源の外部不経済を内部化するための税
や補助金に変わる手段として，再生可能エネルギー
が環境支援政策の優先的対象になることが理解でき
よう．このような萌芽的な新しい技術に対して，発
電した電力を固定価格で買い取り事業予見性を高め
て普及を促進させることが固定価格買取（FIT）制
度の目的である．
3.5　FIT の便益
　FIT はその買取価格総額の大きさ（2022 年度に
おける想定：約 4.2 兆円）や標準需要家モデル負担
額（2022 年度における想定：月額 873 円 16））が繰
り返し強調され，「国民負担」という表現が喧伝さ
れがちであるが，同時に便益も生み出すことは見落
とされがちである．
　例えば図 8 は経済産業省の，図 9 は環境省の FIT

　図 6 は IEA が 2021 年に発行した 報告書 11）で示
した図であり，2050 年までにどのような技術が
CO2 排出削減に貢献するかを試算したグラフであ
る．図から読み取れる通り，さまざまな技術の中で
風力と太陽光が圧倒的に群を抜いて CO2 削減量が
多く，また 3 位に電気自動車が挙げられていること
がわかる．日本で注目されている水素や CCUS は
相対的に低く，全体的な削減量に対しては補助的な
技術であると言える．
　また，同図では各技術の実現可能性が色分けされ
ており，風力・太陽光・電気自動車が既に実用化さ
れた技術であるのに対し，水素や CCUS は実証段
階ないし実験段階であり不確実性があることが示さ
れている．
　同様に，図 7 は国際再生可能エネルギー機関

（IRENA）が 2020 年に発行した報告書 12）に見られ
る図であり，各技術のコスト範囲が描かれている．
ここで横軸のマイナスの数値は純便益を表してお
り，風力や太陽光はエネルギー効率化（省エネル
ギー）技術とともに正の純便益をもたらすという試
算結果となっている．
　一方，原子力や CCUS はかけたコストに対して
便益が得られず，ネットゼロを実現するためには必
要な選択肢のひとつとして挙げられるものの，優先
順位は低いことがこのグラフから理解できる．最近
では欧州連合（EU）において，原子力発電を低炭
素技術のタクソノミー（分類）に含むべきという欧
州委員会の勧告 13） を欧州議会の経済金融委員会・
環境委員会が否決する 14） など，原子力政策が推進
と停滞の間を揺れ動いている．この理由は，原子力
が放射性廃棄物処理や事故の懸念や社会受容性とい

図 6　IEA による要素技術別 CO2 排出削減量の見通し 11） 図 7　IRENA による各要素技術のコスト便益試算 12）
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益（の一部）が観測されている．FIT による便益は，
ドイツでも既に 2010 年代に観測されている 7）．
　第 2 章で触れた通り，日本を含む多くの国では
FIT は国庫を原資とせず電力消費者から賦課金とし
て徴収するため，明瞭に可視化され，透明性が高い
という利点がある．その反面，透明性が高い故に多
くの人に注目されやすく，表面的な理解で批判の対
象になりやすいという側面もある．他方，従来電源
の外部不経済は文字通り「隠れたコスト」として多
くの国民に認知されにくく，更に FIT による便益
も目に見えにくい．
　このような透明性や情報公開の非対称性が，「FIT
は国民負担」「FIT は不公平」という本質から外れ
た表面的理解が拡散されやすい要因の一つとなって
いると推測できる．更に，日本全体で「便益」とい
う概念自体が希薄であり，見かけ上の（外部不経済
が隠された）コストばかりが重視される傾向も無視
できない．便益の概念の不在・希薄性に関しては，
文献 19）を参照のこと．
　本章で述べた環境経済学の基礎理論に関しては，
文献 20）～ 22）などを，FIT 制度の理論に関して
は文献 6），7）を，入門的な読み物としては文献
23）も参照のこと．

4．FIT 制度と他の法令・ルールとの不整合性

　第 3 章で示した通り，FIT 制度は本来，化石燃料
の外部不経済を内部化するための手段の一つであ
り，また第 2 章で提示した欧州諸国の実績のように，
特に風力発電の普及を促進させる強力政策ドライ
バーとなった．では何故日本では，とりわけ風力発
電が FIT 導入にもかかわらず大きく進展しなかっ
たのかについて，特に国内の諸政策との不整合性に
着目しながら検証する．

買取費用および負担総額の試算を示したものである
（試算年が異なるため，絶対値が若干異なる）．図 8
の経済産業省による試算では，2030 年までで試算
の表示が終わっており，あたかも FIT の負担総額
が更に単調増加するかのような拡大解釈を容易に許
す作図となっている．一方，図 9 の環境省によるグ
ラフでは 2050 年までの試算が提示されており，
2030 年代より負担金額合計（賦課金総額）が急速
に減少する予想が示されている．
　図 9 の環境省によるグラフからは，FIT 制度が一
見「国民負担」に見えかもしれないが，それも
2010 ～ 2030 年代の限られた期間での支援政策であ
るということが視覚的に理解できる．しかも，そも
そも FIT は従来電源が発生した外部不経済を内部
化するための手段であり，2030 年以降は歪んだ市
場を改善するための「負担」も減り，次世代に便益
が顕在化することが図から示唆される．
　さらに，FIT による便益は，決して次世代になっ
て初めて顕在化するものでもなく，現世代に便益が
全くもたらされないものではない．例えば図 10 に
示すような統計実績からは，2019 年度の時点で既
に電力部門 CO2 排出量の削減やエネルギー自給率
の向上といった具体的な数値として FIT による便

図 8　経済産業省による FIT 買取総額の予測（2017 年）4）

図 9　環境省による FIT 負担金額合計の予測（2015 年）17）

図 10　FIT による便益 18）
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アセスメントの迅速化（3，4 年程度かかるとされ
る手続期間の半減を目指す）」が謳われ 28），2018 年
には国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総
合開発機構（NEDO）から『環境アセスメント迅速
化手法のガイド』が公表された 29）．このガイドに
基づく NEDO の前倒し実証事業に参加した発電所
の多くで 14 ～ 35 ヶ月の短縮が達成された（図 11,
12 参照）30）．
　しかしながら，産業団体である日本風力発電協会

（JWPA）からは，2021 年の段階でも，
•  JWPA アンケート調査結果では，審査案件の
アセス期間は全案件平均で 4.3 年を要してい
る．アセス法対象化の前にアセス手続を行っ
た複数事例の所要期間は，自主アセスで 1 年
2 ヶ月 ~1 年 9 ヶ月である．

•  環境アセスに長期間を要することで，風力発
電事業者は事業の実施に関わる様々なリスク

（買取価格・関連制度の変更，設備機器・資
材価格の変動，地権者との協議等）を抱えた
まま，先行費用負担を余儀なくされている．

•  環境アセスの長期化に伴い事業開発が遅れる
ことで，他電源に系統枠を確保され，系統へ
の接続が困難となった．そのため，事業化を

4.1　環境アセスメントとの不整合性
　FIT 制度の根拠となる『再生可能エネルギー電気
の利用の促進に関する特別措置法』が施行された同
年の 10 月に，『環境影響評価法の一部を改正する政
令』24）が閣議決定し，環境アセスメントの対象と
して風力発電が位置づけられた．環境アセスメント
自体はインフラ設備の周辺地域への環境影響を評価
するために必要ではあるものの，ここで問題となる
のは，① 環境アセスメントの完了に最低でも 3 ～ 4
年かかるような冗長な工程が課されたこと，② 太
陽光発電には適用されなかったこと，③ 環境アセ
スメントが適用され事業リスクにさらなる不確実性
が追加された風力発電の買取価格が 22 円 /kWh

（2012 年度当時）に対し，環境アセスメントが適用
されず事業リスクの不確実性が相対的に低い太陽光
発電（事業用）の買取価格が 40 円 /kWh（同）と
設定されたこと，である．
　特に問題となるのは③のリスクと価格のバランス
である．新規参入者にとって風力発電がハイリスク
ローリターン，太陽光発電がローリスクハイリター
ンと映り，結果的に発電ビジネスに興味を持つ新規
参集者のほとんどが太陽光発電のみに関心をもつよ
うになり，その結果「太陽光発電バブル」を引き起
こすこととなった．風力と事業用太陽光の買取価格
が逆転するのは 2017 年度になってからである．本
来，普及促進により発電コストが下がり買取価格が
漸減するというのが FIT 制度の特徴であるが，長
すぎる環境アセスメントのためか皮肉にも FIT 制
度を導入したにも関わらず風力発電の新規建設が進
まず（図 2 参照），買取価格漸減という特徴が日本
の風力発電では全く見られないという，世界的にも
珍しい現象となった．
　一方，環境アセスメントが全く適用されない太陽
光はその後各地で事故や地域住民とのトラブルを引
き起こして社会問題となった 25）．自治体によって
は条例で太陽光発電に関する環境アセスメントを義
務付けるところはあったものの，法令として太陽光
発電を環境アセスメントの対象として義務付けられ
るようになったのはようやく 2020 年 4 月に改正環
境影響評価法施行令が施行されてからである 26）．た
だし対象となる発電所の規模は第一種で 40 MW 以
上，第二種で 30 MW 以上 27） と巨大メガソーラーが
想定されており，多くの太陽光発電所には依然とし
て適用されない．
　なお，上掲の①の問題については，2013 年 6 月
に閣議決定された『日本再興戦略』において「環境

図 11　環境アセスメントの迅速化の達成状況 30）

図 12　迅速化取組後の環境アセスメントの期間の実績 30）
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住民が望まない設備が建設されようとした場合，住
民も地方自治体もそれを防止・阻止する法的手段が
容易に見当たらないこともある．この問題は再生可
能エネルギー特有の問題ではなく，日本全体の国土
利用のあり方の問題に帰着する．
　このため，環境省では 2016 年度から「風力発電
に係るゾーニング導入可能性検討モデル事業」を募
集し，全国の複数の県や市でゾーニング策定の普及
を促した．2018 年 3 月には『風力発電に係る地方
公共団体によるゾーニングマニュアル（第 1 版）』37）

が公表され，そこではゾーニングとは，
•  環境保全と風力発電の導入促進を両立するた
め，関係者間で協議しながら，環境保全，事
業性，社会的調整に係る情報の重ね合わせを
行い，総合的に評価した上で，「法令等によ
り立地困難又は重大な環境影響が懸念される
等により環境保全を優先することが考えられ
るエリア（保全エリア）」「立地に当たって調
整が必要なエリア（調整エリア）」「環境・社
会面からは風力発電の導入を促進しうるエリ
ア（促進エリア）」等の区域を設定し活用す
る取り組み

と定義されている．
　ゾーニングは，自治体や住民にとっては，環境配
慮書が公開されて初めて開発が知らされるのではな
く，複数の事業者が開発を計画するよりも事前に地
域住民や地域産業団体の意見を調整しながら保全エ
リアや促進エリア域を指定でき，発電事業者にとっ
ても自治体が指定した保全エリアで開発を計画する
限りは地域住民とのトラブルのリスクも低減し事業
予見性が向上するというメリットがある．
　一方で，前述の通り日本では「建築（開発）自由
の原則」を前提としているため，自治体がゾーニン
グを行うとネガティブゾーニングになりやすいとい
う問題点も存在し，ゾーニングによって却って風力
発電の普及が妨げられたり鈍化したりする可能性も
あるのではないかと発電事業者の疑心暗鬼を引き起
こしやすい．
　環境省による上記の実証事業は，地域の合意形成
に基づく適切な再生可能エネルギー開発のためには
本来重要な布石ではあるが，ここでも風力のみが先
行し太陽光は先送りにされたという点は，前節③の
リスクバランスと類似している．
　2021 年 6 月には『地球温暖化対策の推進に関す
る法律の一部を改正する法律』が成立し，同改正法
では市町村は地域脱炭素化促進事業の対象となる区

中断，断念せざるをえなくなり，投資機会の
損失と環境アセス費用を含めた開発コストの
損失が生じているようであり，今後も，この
ような事態が生じるリスクを抱えている状
況．

という実態が報告されている 31）．系統接続に関す
る問題は第 4.3 節でも詳述する．
　2021 年には，経済産業省・環境省合同の「再生
可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価
のあり方に関する検討会」が設置され 30），引き続
き風力発電の規模要件の変更（5 MW 未満の発電所
の「簡易アセス」化）や洋上風力発電の環境アセス
メントの更なる短縮化も検討されている．2021 年 3
月に公表された同検討会報告書 32）では，「継続して
検討し迅速に措置するべき事項（制度的対応のあり
方）」として，

①立地等により規模が大きいものでなくとも大き
な環境影響が懸念される事業を適切にふるいに
かけてアセスメント手続きを実施していくこと

（より幅広なスクリーニングの導入）
②現行法の手続きよりも簡素化された手続きとす

るなど，環境影響の程度に見合った形のアセス
メント手続きを実施していくこと（簡易かつ効
果的なアセスメント手続きの導入）

が提言されている．
　風力発電の環境アセスメントの経緯に関する詳細
は，文献 33）,34）も参照のこと．
4.2　土地利用との不整合性
　前節で指摘した通り，太陽光発電はこれまで環境
アセスメントがなかったこともあり，各地で乱開発
が進む結果となった．しかしこれは環境アセスメン
トの不在のみに起因するものではなく，より根本的
には日本と土地利用の制度設計のあり方まで深掘り
して省みなければならない．
　例えばドイツでの土地利用計画法制の出発点とな
るのは「建築（開発）不自由の原則」であり，ドイ
ツでは土地所有者が自由に開発・建築することはで
きない．太陽光など再生可能エネルギー発電設備の
みならず，開発・建築を希望する個人・事業者は市
町村が策定する土地利用計画や地区詳細計画に従わ
なければならず，当該設備が建設可能な区域でなけ
れば開発・建築行為を行うことができない 35）, 36）．
　一方，日本は「建築（開発）自由の原則」を前提
としており，開発・建築を行う際に法制度上何らの
拘束を受けない区域が存在する．従って古くは産業
廃棄物処理場やゴルフ場，リゾート開発など，周辺
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来事を列挙する．以下の項では，これらの出来事を
時系列順に説明するのではなく，問題となるテーマ
ごとに解説しながら歴史を振り返ることとする．

4.3.1　接続保留問題
　FIT 制度導入後わずか 2 年の段階で，2014 年 9
月には九州電力が「接続保留」を公表し 42），同エ
リアの再生可能エネルギー発電所の接続検討が一時
中断・延期され，社会問題に発展した．
　2012 年に施行された『再生可能エネルギー電気
の利用の促進に関する特別措置法』と同時に定めら
れた経済産業省省令『電気事業者による再生可能エ
ネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則』

（2012 年経済産業省令第 46 号）43）では，年間 30 日
の出力制御（出力抑制）の上限内で系統連系が可能
な量として「30 日等出力制御枠」を定め，この範
囲内で契約を締結した事業者は年間 30 日は無補償
で出力制御に応じることが義務付けられていた．こ
れは年間 30 日を超える出力抑制が発生した場合，
抑制分は補償されるとも解釈可能である．
　しかし，この接続保留に先立ち，既に 2013 年 7
月の段階で施行規則が改正され（2013 年 7 月 12 日
経済産業省令第 37 号），「指定電気事業者」という
重要な制度が国会の審議を経ることなく省令レベル
で定められることになった．同改正以降，この指定
電気事業者に接続を申請しようとする発電事業者に
対しては，上記の年間 30 日（のちに太陽光 360 時間，
風力 720 時間と変更）を超えても「出力の抑制によ
り生じた損害の補償を求めないこと」と定められた．
九州エリアでは 2014 年の段階ですでに上記の「30

年月 出来事

2012年 7月

「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関

する特別措置法」および「電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法施行規則」施行

2013年 7月 同施行規則改正。指定電気事業者制度の開始

2014年 9月 九州電力、接続回答保留

2014年 10 月 経産省、系統ワーキンググループ設置

2015年 11 月 経産省、系統増強費用負担ガイドライン

2016年 5月 東北北部 3 県で空容量がゼロに

2016年 8月 広域機関、募集プロセス開始

2017年 10 月 送電線空容量問題が顕在化

2017年 12 月

経産省、再生可能エネルギー大量導入・次世

代電力ネットワーク小委員会設置 (ノンファ

ーム接続、日本版コネクト&マネージの検討)

2019年 5月 東京電力 PG、試行的な取り組みを発表

2020年 10 月 同、試行的な取り組みを他系統にも順次拡大

2020年 4月 改正電気事業法施行。発送電分離

2021年 4月 指定電気事業制度者を廃止 (全てのエリアで

出力抑制が無制限無保証となる)

表 2　再生可能エネルギーの系統接続関係小史

域（促進区域）を定めるよう努めるものとすること
が明記された．この促進区域を設定することによっ
て，再エネ発電設備を区域内に誘導して，地域住民
との紛争を最小限度に抑制するというポジティブ・
ゾーニングの考え方が法的にも担保された．
　しかしながら，前掲の文献 36）では，

• �そもそも PZ（引用者注：ポジティブゾーニン
グ）の意義が，ドイツの場合と比較すると大
きく低減する．敢えて PZ を指定しなくても
開発・建築が可能だからである．そうすると，
それにも拘らず PZ を用いるとするならば，
敢えて促進区域で開発・建築を行おうとする
インセンティブを事業者側に付与しないと促
進区域内に開発・建築を誘導できない．

という懸念点を指摘した上で，
• �わが国の土地利用計画・土地利用規制の基本
的構造は，戦後の土地開発において，周知の
ような様々な問題を引き起こしてきた．今日
の再エネ設備の建設をめぐって各地で起きて
いる現下の問題は，正にわが国のこれまでの
土地法制度の延長線上で生じている問題であ
る．ここに手を入れない限り，根本的な問題
の解決にはならず，同種の問題は今後も継起
するであろう．

と警告している．土地利用の法体系と FIT を含む
再生可能エネルギー導入促進策の整合性を取ること
は将来の日本のエネルギー問題の根幹に影響を及ぼ
す極めて重要な課題である．
　再生可能エネルギーの土地利用およびゾーニング
に関する詳細は文献 39）～ 41）も参照のこと．
4.3　系統ルールとの不整合性
　2012 年の FIT 制度導入以降，特に太陽光発電の
急速な拡大により系統ルールの整備・変更が追いつ
かず，しばしば系統接続の遅滞が全国各地で見られ
るようになった．これは FIT 制度と系統ルールと
いう国内の 2 つの法制度や民間規程などのルールに
不調和があったことが強く推測される．またこの問
題は直接的には主に急速に進展する太陽光によって
誘起されたが，その影響は結果的に風力や小水力，
バイオマスなどの発電事業者にも及ぶことになっ
た．特に 4.1 節で述べたように環境アセスメントが
長期に亘ることを余儀なくされる風力発電所は，こ
の環境アセスメントの期間中に系統制約が発生する

（もしくはするかもしれない）という更なる予見可
能性の低下を被ることになった．
　表 2 に FIT 制度導入後の系統接続関係の主な出
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ては，文献 45）～ 47）を参照のこと．
4.3.2　送電線空容量問題
　更にその後日本各地で送電線の「空容量」がゼロ
になったとの報告が電力会社（現・一般送配電事業
者）から公表され始め，2016 年 5 月には東北電力
から東北北部 3 県（青森，秋田，岩手）の全ての送
電線路で空容量がゼロになったことがアナウンスさ
れた．この時点では，業界内で深刻に問題視される
もののこの問題を取り上げるメディアもなく，この
送電線空容量問題が新聞・テレビなどに登場し社会
問題として大きくクローズアップされるようになっ
たのは，ようやく 2017 年 9 月になっていくつかの
定量的な分析結果 48）～ 50）が公表されてからである．
　なお「空容量」については，電力広域的運営推進
機関において既に 2016 年の段階で会社間連系線の
運用容量やマージンの考え方が整理され 51），双方
向の 30 分毎の空容量が「広域機関システム」で透
明性高く公開されている 52）．しかしながら，各一
般送配電事業者のエリア内では空容量の定義や算出
根拠は必ずしも公開されておらず，空容量問題が社
会的問題として顕在化した以降に公開されるように
なった各社からのデータでも，会社間連系線の公開
データのように順方向と逆方向の区別なく，1 線路
につき 1 つの数値だけである．
　そのため，空容量の値（とりわけゼロになるかな
らないか）が発電事業者にとっては不透明で，接続
申込の手続きをしている最中に空容量がゼロとなっ
て接続ができなくなるというケースも見られた．実
際に公開情報をもとに分析された文献 49）, 50）, 
53）などの結果からは，「空容量」だとアナウンス
された線路での利用率（年間最大運用容量に対する
平均実潮流の比率）が 2％程度の線路も見られるこ
とが明らかになった（「利用率」についての厳密な
定義と算出方法は文献 54）を参照のこと）．
　図14に基幹送電線（各エリア上位2系統の送電線）
の平均利用率と空容量ゼロ率（各エリアで空容量ゼ
ロとされた基幹送電線数の割合）の相関を示す．図
からわかる通り，東北・中部・北海道のエリアでは，
実潮流に基づいて算出した平均利用率は 30％未満
と低いものの，空容量ゼロとされた基幹送電線の比
率は 50 ～ 70％にも上っており，この「空容量ゼロ」
の判断が広域機関で定めたような実潮流に基づか
ず，過度に保守的に見積もられている可能性がある．
　この「送電線空容量問題」に対し，政府（経済産
業省）からも解説が試みられたが，その中で明らか
に電力工学的に誤った，あるいはその当時の国際議

日等出力制御枠」を超える容量の太陽光発電所の接
続申込が予想されたため，接続申込手続きが一旦保
留された．
　九州電力の接続保留の後，経済産業省の総合資源
エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分
科会 新エネルギー小委員会の下に「系統ワーキン
ググループ（WG）」が設置され，上記の「30 日等
出力制御枠」を超えない範囲で新規に接続が可能な
容量として，「接続可能量」という指標が検証され
た 44）．
　図 13 に 2014 年時点での欧州主要国および日本の
風力・太陽光発電の設備容量ベースの導入率を示す．
接続検討分まで含めると，北海道・東北・九州の各
エリアでは当時の欧州の再生可能エネルギーの導入
が進む諸国と同じ程度の導入率となることが見込ま
れることがわかる．しかし，文献 44）で指摘され
た通り，接続可能量という用語や概念は再生可能エ
ネルギーの導入が進む諸外国では（特定の送電線路
の容量や安定度の制約に起因する受入制限容量はあ
るものの）当時から殆ど例が見られない．この日本
の接続可能量という独自概念は，再生可能エネル
ギー発電所の接続申請に対して拒否や遅延，または
高額の工事金額の請求を正当化させる一因ともなっ
た．
　ここまでの一連の「接続保留問題」の詳細に関し

図 13　欧州主要国および日本の風力・太陽光発電
導入率（設備容量ベース，欧州のデータは 2013 年末時点，

日本のデータは 2014 年 3 月末時点）45）
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　したがって，図 15 のような本来等時性のない（同
期しない）火力・原子力・風力・太陽光のピークを
恣意的に時間移動してあたかも同時刻に発生するか
のような解釈は，明らかに国際推奨から逸脱したも
のである．しかしながら，「送電線空容量問題」に
際してはこのような政府自身の誤った理解がその後
も訂正されず拡散し，問題解消の遅延を招く結果と
なった．
　送電線空容量問題の詳細に関しては，文献 53）, 
59）も参照のこと．
4.3.3　�ノンファーム型接続と「試行的な取り組

み」
　送電線空容量問題の後，2018 年 12 月には経済産
業省に「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力
ネットワーク小委員会」60）が設置され，「ノンファー
ム型接続」や「日本版コネクト & マネージ」といっ
た制度で再生可能エネルギー発電所の接続を速やか
に行う方策が検討された．
　2019 年 5 月には東京電力パワーグリッドから千
葉方面における「試行的な取り組み」が公表さ
れ 61），1 年間（＝ 24 時間× 367 日＝ 8,760 点）の詳
細シミュレーションの結果，現在接続申請が行われ
ている設備容量が全て接続したとしても，出力抑制
を行わなければならないほどの送電混雑が発生する
のは年間時間で 3％程度であることが示された．
　この「試行的取り組み」の考え方は，前節で紹介
した広域機関における連系線の空容量の定義と同じ
考え方であり，実潮流に基づく動的かつ詳細な分析
方法に基づいている．したがって，従来の（もしく
は各一般送配電事業者のエリア内で現在も行われて
いる）実潮流に基づかない静的かつ保守的な空容量
の決定方法よりも送電線の利用実態に則した値とな
り，透明性も高くなると期待できる．このような「試
行的取り組み」はその後も他系統にも適用され，経
済産業省でも「ノンファーム型接続の先行実施」と
して取り入れられた 62）．
　しかしながら，日本の「ノンファーム型接続」は
空容量問題や接続遅延を解消するためには一定の有
用性を持つものの，先行する米国のファーム・ノン
ファーム（確定型・非確定型）制度とは用語が同じ
でも本質的に異なることに留意が必要である．米国
の連邦エネルギー規制庁（FERC）が 1996 年に制
定した『オーダー 888』63） に定められたファーム・
ノンファーム制度は，①本来，送電サービスは非差
別的である，②ファームとノンファームは利用者の
方で選択可能である，③ファームは確実に輸送でき

論からも乖離した解釈も公開されており，系統利用
のあり方について日本で科学的に誤った考え方を拡
散させる一因ともなった．（この誤った解釈に基づ
く図は現在でも同省ウェブサイトで公開されてい
る）．
　例えば図 15 は経済産業省の「スペシャルコンテ
ンツ」と呼ばれる一連の広報サイトに掲載された図
であるが，ここでは（i）「50％は確実に開けておく」，

（ii）「送電線を流れる電流がピークとなるタイミン
グ」ということが文中説明として明示されてい
る 55）．
　しかしながら，（i）に関しては，迂回ルートやルー
プ経路がある送電線路では運用容量の最大値は必ず
しも設備容量の 50％に制限される必要はなく，文
献 56）の調査でも日本において運用容量が設備容
量の 60 ～ 100％で設定されている線路も比較的多
く見られ，事実と反している．
　また（ii）に関しては既に 2009 年の段階で国際エ
ネルギー機関 風力発電実施協定 第 25 部会（IEA
WIND Task25）が「負荷データとの相関を捉えた
質の高い同期された時系列データを利用できるよう
にすることは非常に有益」と推奨しており 57），こ
の報告書は 2012 年に日本語訳され無料公開されて
いる 58）．

図 14　送電線利用率と空容量ゼロ率の相間
（2017 年時点）52）

図 15　経済産業省による送電線利用の説明図 54）
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　送電線空容量問題が顕在化した後，2016 年 8 月
には系統接続に関わる系統増強工事コストの一部を
発電事業者に負担させるスキームとして「電源接続
案件募集プロセス」という制度が開始された 68）．こ
の募集プロセスは，「原則一般負担」の中で特定負
担を「例外的に」認め広域機関で一括管理する制度
ではあるが，現在までに北海道 3 件（いずれも中止），
東北 13 件，東京 6 件，中部 2 件，中国 1 件，四国
1 件，九州 14 件（文献 65）より筆者調べ）と風況
が良いエリアに適用されることが多かった．そのた
め，結果的に風力発電の系統接続に対して発電事業
者側に大きな金銭的負担と不確実性を生じさせるこ
ととなった．
　募集プロセスはその法的根拠として電気事業法第
18 条の託送供給等約款や第 28 条 46 の送配電等業
務指針の定めや前述の『費用負担等の在り方に関す
る指針』に則っているもの，募集プロセスそのもの
可否や金額の決定過程に透明性が低く，送電インフ
ラの利用にあったっての非差別性が十分担保されて
いないことが指摘されている 64）．2020 年の発送電
分離後，この考え方も見直しが進み，2020 年 10 月
には募集プロセスは廃止され，電源接続案件一括検
討プロセスに移行した 68）．しかし，今後もこの新
しいプロセスが，受益者負担の原則や送電インフラ
利用の透明性・非差別性の観点から適切であるかど
うか議論と検証が望まれる．
4.4　その他の政策との不整合性
　これまでの節で述べた諸政策だけでなく，他の政
策とのと FIT との整合性についても，本節で短く
言及する．
　まず，産業政策との不整合性に関しては，FIT 導
入後に国内風力発電メーカーが全て撤退したという
事実を挙げる必要がある．これは太陽光発電でも似
たような状況にある言え，国際合意として脱炭素を
目指す中で，エネルギー政策と産業政策の不整合性
については今後厳しく検証される必要がある．
　特に 2022 年 2 月のロシアによるウクライナ侵攻
以来，世界規模でのエネルギー危機が進展しつつあ
り，エネルギーセキュリティの観点からエネルギー
の自給自足だけでなく，主要部材・技術に関する自
国内のサプライチェーン構築・維持の重要性がます
ます高まっている．
　科学技術立国を標榜するはずの日本で，脱炭素の
有力手段である生産技術の内製化をその支援政策の
途中に失うということが，今後どのような影響をも
たらす（既にもたらしている）かについては，さら

る代わりに送電混雑が発生した場合は，追加で混雑
料金を支払わねばならない，④ノンファームは輸送
できない場合があるが混雑料金を支払わなくてもよ
い，という特徴を持ち，全ての電源に対して非差別
的なルールである．これは系統に関する情報が全て
の市場プレーヤーに透明性高く公開され，将来の不
確実性を伴う事業計画や運用はすべて発電事業者が
行うという考え方が徹底されているからと理解でき
る．
　一方，日本では新規電源は自動的にノンファーム
接続として扱われ，ファーム・ノンファームの選択
の自由は事実上なく，送電インフラ利用の非差別性
が解消されていない．さらに，日本の「ノンファー
ム型接続」という用語は，前述の「試行的取り組み」
のような実潮流に基づく透明性の高い評価方法も含
む一方，次項で述べる「募集プロセス」という透明
性の低い費用負担方法も同じ「ノンファーム型接続」
に分類されており 62），国際的な先行事例の定義と
は乖離し新旧制度が混濁した日本独自の特殊用語と
言うことができる．
　日本のノンファーム型接続および米国のファー
ム・ノンファーム制度に関しては文献 64）, 65）も
参照のこと．
4.3.4　特定負担と募集プロセス
　日本では，2015 年 11 月に経済産業省から『発電
設備の設置に伴う電力系統の増強及び業者の費用負
担等の在り方に関する指針』66）が公表され，それ
までの「特定負担」のあり方から「一般負担」が原
則になった．これは従来，送電線増強の費用負担の
考え方が原因者負担の原則（CPP：Causers-Pay 
Principle） か ら 受 益 者 負 担 の 原 則（BPP：
Beneficiaries-Pay Principle）に変更されたとも解釈
できる．これは再生可能エネルギー電源に便益があ
り（第 3 章参照），その電源接続の際に上位系統を
増強することも便益があるため，受益者負担の原則
に基づき系統運用者がその費用を一時的に負担し，
最終的に受益者である電力消費者が負担するという
考え方である．
　しかしながら広域機関の『送配電等業務指針』67）

には別表 6-1「広域系統整備の効果と受益者（費用
負担者）に関する考え方の例」として，特定負担部
分における受益者に「当該の個別の電力取引により
裨益する事業者」「当該の電源の設置に伴う広域的
な取引により裨益する事業者」が含まれており，む
しろ発電事業者が系統増強費の一部を負担する特定
負担の存続を正当化する根拠ともなった．
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　では，再生可能エネルギーの導入を早い段階から
進めてきた諸外国はどうだろうか？ 本節では FIT
制度と他の法令との調和という観点から，いくつか
の事例を紹介する．
　FIT 制度の導入に際しての基礎理論や各国の経
験・試行錯誤に関しては，前出の『再生可能エネル
ギーと固定価格買取制度 ～グリーン経済への架け
橋』7）に多くの事例が紹介されている．余談ではあ
るが，同書は 2010 年に原書が発行され英語圏で永
く FIT のバイブルとして評されていたもののなか
なか日本語訳に翻訳されず，日本語版の発刊に至っ
たのは原書出版から実に 9 年，日本の FIT 制度導
入から数えて 7 年目である．このことは，日本にお
いて政策決定されたはずの FIT 制度に関する基礎
理論や諸外国の経験・知見に関する情報が大きく欠
落したまま制度が進んでいたことを象徴している．
　文献 7）では，「不適切な FIT 設計」という章が
設けられ，先行した諸国で問題となったり今後問題
となるであろう課題について書かれている．以下，
同書からの一節を引用する．

• �これまでの章で筆者らは…（中略）…FIT 法
制化の多くの落とし穴についても暗に記述し
てきました．言い換えればもし前章までに筆
者らが推奨してきた制度設計の選択肢に沿っ
てすすめるならば，高い系統接続コストや膨
らみ続ける最終消費者にとってのコスト，不
必要な制度上の障壁といった主要な障害を避
けることができるでしょう．7）

　また，4.1 節で議論した環境アセスメントや 4.3 節
の系統接続検討を含むリードタイム（計画から運転
開始までの期間）に関しては，同じく 2010 年の段
階で欧州風力エネルギー協会（現・WindEurope）
から “Windbarriers” と題された障壁研究の報告書が
公表されている 69）．そこでは，当時の陸上風力発
電所のリードタイムは欧州平均で 4.6 年，洋上風力
発電所のそれは平均 2.5 年と報告されている．この
リードタイムを如何に短くするかが風力発電の発電
コストに大きく影響し，欧州諸国ではその当時から
更にこの数値を短くする努力（主に法制度の調和）
が議論されていた．
　日本では再生可能エネルギーのコストに関しても
兎角再生可能エネルギー自身の要素技術に原因が求
められがちであるが，上記のように法制度の不整合
性が無駄なコスト上昇の要因になり，その比重も大
きい．この観点は，FIT 導入後の日本で希薄だった
視点であり，今後の日本の制度設計の立て直しを議

なる学術研究が必要である．
　さらに，FIT 導入後，さまざまな規模の発電事業
者が電力ビジネスに参入すること自体は多様性の点
で歓迎すべきことだが，メンテナンス技術者や保安
検査・監督の体制（人員・予算）が追いついていな
いという保安規制との不整合性も挙げられる．これ
は例えて言うなら自動車の普及の黎明期において増
えすぎる自動車に対して自動車修理工や交通整理の
警察官が圧倒的に不足しているのと似た状況であ
る．技術基準不適合などの法令違反もしくはそれに
抵触する行為が看過・放置されるとしたら，再生可
能エネルギーの地域受容性を低下させ，最悪の場合
エネルギー政策にまで影響を及ぼすことになりかね
ない．
　保安規制の強化という点は第一に政府内で脱炭素
のための予算配分や人員配置の最適化をどのように
意思決定していくかという行政的な問題でもある
が，第二に規制と認証の協調・協力の問題でもあり，
例えば小規模発電所の技術基準不適合性の検査に認
可を受けた民間の監視員を活用するなど，急速な技
術の普及に対応するための政府（規制機関）と民間
の役割分担や協力体制を早期に確立することが望ま
れる．
　また，メンテナンス技術者の育成や支援は第一に
政府がより意欲的な脱炭素・再生可能エネルギー政
策を提示することが産業界の活性化の原動力となる
が，同時に従来型産業からの雇用移転やリスキリン
グの問題でもあり，雇用政策とも協調する必要があ
る．
　以上のように，FIT の適切な運用のためにはさま
ざまな政策の整合性を取る必要があり，その整合性
が後回しになっているとしたら，やはり日本全体で
脱炭素のグランドデザインが欠けていると言わざる
を得ないだろう．
4.5　先行国の試み
　前節までの FIT 制度と他の法令や国内ルールと
の不整合性を概観して分かる通り，日本では，本来
爆発的に再生可能エネルギーを導入できる強力な政
策ドライバーで FIT 制度を導入したにも関わらず，
爆発的に再生可能エネルギーを受け入れるための他
の法令やルールが整わず，後手後手で対応してきた
姿が浮き彫りになる．もちろん全体的には時代の流
れとして再生可能エネルギーの導入を進める方向で
議論が進んでいるもの，随所に抜け穴（ループホー
ル）や不整合性が散見し，「3 歩進んで 2 歩下がる」
という状態を繰り返している．
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年代初頭までにシャロー方式を採用することとなっ
た 77）．一部の国ではセミシャロー方式と呼ばれる
発電事業者が系統増強費用の一部を負担する折衷案
的方式を採用する国もあったが，例えばデンマーク
のスーパーシャロー方式のように電源線も送電事業
者が負担する方式を採用する国もあった 79）．
　このように，先行する欧州では既に 2010 年頃ま
でにほぼ解決した問題が，日本では 2020 年代になっ
ても解決されないまま残ってしまうケースが多い．
この本質的な原因は，日本の電力システム改革（電
力自由化・発送電分離）の遅れにあると考えられる．
　電力自由化や発送電分離は，欧州では 1996 年の
EU 電力自由化指令 96/92/EC で会計分離が義務付
けられ 80），米国でも同じく 1996 年のオーダー 888 63）

で機能分離や送電線の公平なアクセスが謳われ，系
統インフラと電力市場の透明性・非差別性が担保さ
れるようになった．欧州では 2003 年の改正で法的
分離が原則義務付けられ 81），その後 2009 年の第 3
次改正では原則所有権分離が完了した 82）．更に，そ
れらと歩調を合わせる形で前述の再生可能エネル

論する上で極めて重要である．
　4.3.1 および 4.3.2 節で言及した系統接続に関する
諸問題については，ドイツでは 1990 年代に既に問
題が顕在化し，系統接続に関する訴訟が相次いで当
時の発送電分離前の大手電力会社が軒並み敗訴した
という歴史がある 70）．このように司法の判断が先
に立ち，その後それを反映して立法が改正されると
いう先行国の経験は，FIT 後発国の日本にとっては
本来 2012 年の FIT 導入と同時に解決しておくべき
問題だったと言えよう．
　同様にアイルランドでも，系統接続に関する手続
き遅延の問題は 2000 年代初頭に顕在化し，2004 年
に制定された “GPA：Group Processing Approach”
というスキームで一定の解決が図られ，系統手続き
が迅速化された 71）, 72）．
　欧州連合（EU）では再生可能エネルギーの優先
接続・優先給電が段階的に法制度化されてきた．
EU の政策文書で始めた「優先接続」の概念が示さ
れたのでは 1997 年であり 73），2001 年には強制力の
ある法律文書である『再生可能エネルギー指令 
2001/77/EC』で再生可能エネルギー電源の優先接
続が義務化された 74）．また，2009 年の同指令の改
訂では，再生可能エネルギー電源の優先給電が義務
化された 75）．いずれも日本の FIT 施行以前の話で
あるが，これらが日本の政策決定の過程で議論の俎
上に登った形跡は薄く，日本では法的には未だ再生
可能エネルギー電源の優先接続や優先給電は実現さ
れていない．優先接続・優先給電に関しての詳細は，
文献 76）～ 78）も参照のこと．
　4.3.4 節で取り上げた特定負担や募集プロセスの問
題も，日本という小さな島国の特殊な法制度と見る
だけではなく，諸外国の先行事例も含めたグローバ
ルな観点で評価する必要がある．これらは「接続料
金問題」として知られる国際議論の範疇に分類する
ことができ，この問題は再生可能エネルギーの導入
が先行する欧州では 2000 年代から既に議論が進ん
だ比較的「古い」問題である．
　当時欧州では，新規発電所の接続の際に必要とな
る上位系統の系統増強費をどのように負担するかで
主に「ディープ（発電事業者負担）方式」「シャロー

（系統運用者負担）方式」という 2 つの考え方が比
較検討されていた 79）．
　図 16 にディープ・シャロー方式の概念図を，表
3 に両方式の得失を示す．欧州では，結果的には
ディープ方式のデメリットが顕在化し，シャロー方
式の方がメリットが大きいため，殆どの国で 2010

図 16　接続料金体系におけるディープ方式と
シャロー方式の概念図 79）

ディープ方式 シャロー方式

直接的

負担者
発電事業者 送電事業者

メ
リ
ッ
ト

系統増強費を含めた需要

家負担が低い地点から発

電設備の立地が進む

全ての系統利用者が系統

増強費を等しく負担する

ことができる。

限られた市場参加者が系

統増強費を負担するケー

スよりも系統連家委に関

する障壁が下げられる。

デ
メ
リ
ッ
ト

系統増強がどの新規電源

に直接的に関連するかを

正確に決定することは困

難。

系統増強費が一旦支払わ

れると、あとから接続す

る電源がフリーライダー

となる可能性がある

系統増強費が安い地域に

電源を建設するインセン

ティブがない。

表 3　ディープ・シャロー方式の得失
（文献 64）の表を一部修正）
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数分の 1 に低減させることができたという側面にお
いては「成功」と評価されてもよいだろうし，各地
でトラブルを起こしているという点では「失敗」と
評価する意見も多いことも理解できよう．風力発電
に関しては，FIT 制度が導入されたにも関わらず約
10 年で発電電力量の増加がわずか 2 倍に満たない
という点においては，後世の諸外国の研究者からは

「日本のFIT制度は（風力発電に関しては）失敗した」
と評価されてもそれに反論することは難しいだろ
う．
　しかしながら，これが失敗だと評価されたとして
も，それは FIT 制度そのものというよりは，他の
法令や国内ルールとの不整合性・不調和性に起因す
るものが多く，既に諸外国が乗り越えてきた知見・
経験を十分に活かしきれなかったことが大きな原因
だということは，本論文で詳らかにした通りである．
それに加え，FIT の意義だけでなく脱炭素・再生可
能エネルギーに関する環境経済学上の基礎理論が日
本では十分浸透しておらず，従来電源の負の外部性
や再生可能エネルギーの便益が十分議論されてない
ため，表面的な議論に終始しがちで本質があまり語
られないという日本全体の傾向も遠因として挙げら
れよう．
　したがって，「日本の FIT 制度は（風力発電に関
しては）失敗した」と評価されるとしたら，改善策
は FIT 制度を廃止するのではなく，速やかに他の
法令や国内ルールを整備することが優先であり，そ
れまでは風力発電（さらには小水力やバイオマス，
地熱）に対する FIT 制度を（本意ではないが）継
続させることが「失敗」を回復するための方策とな
る．本来であれば FIT 制度は時限立法的なもので
あり FIP 制度やコーポレート PPA（電力購入契約）
のような形で直接市場取引や相対取引に速やかに移
行するのが最善であるが，この日本の法制度の不調
和という失敗を糧として，セカンドベストに取り組
むのが今後の日本の風力発電，ひいては再生可能エ
ネルギー全体の大量導入への道筋となるだろう．
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